
公    告 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定に

より下記のとおり随意契約を行うので、和歌山県財務規則（昭和６３年和歌山県規則第

２８号）第１０８条の２第２項の規定により公表する。 

   令和３年２月２６日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

記 

１ 契約の内容 

  コロナ差別禁止の啓発に関するチラシの印刷業務 

２ 契約の相手方の名称及び所在地 

  社会福祉法人一麦会 理事長 山本 耕平 

  和歌山市岩橋６４３ 

３ 契約金額 

  １，１９７，９００円（消費税及び地方消費税込み） 

４ 契約の相手方とした理由 

  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定により障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律第５条第１１項に規定する障害者支援施設、

同条第１項に規定する障害福祉サービスを行う施設であり、見積書記載金額が予定価

格の範囲内であったため。 


